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＜意見書関連関係資料＞ 

 

◇地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第１３８条の２ 

   普通地方公共団体の執行機関は、当該普通地方公共団体の条例、予算その他の議会の議決に基

づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責

任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う。 

第１３８条の４ 

 １ 普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、法律の定めるところによ

り、委員会又は委員を置く。 

 ２ 省略 

 ３ 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛

争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くこ

とができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。 

 

◇地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号） 

第７条 

   地方公営企業を経営する地方公共団体に、地方公営企業の業務を執行させるため、第２条第１

項の事業ごとに管理者を置く。ただし、条例で定めるところにより、政令で定める地方公営企業

について管理者を置かず、又は２以上の事業を通じて管理者１人を置くことができる。なお、水

道事業（簡易水道事業を除く。）及び工業用水道事業を併せて経営する場合又は軌道事業、自動車

運送事業及び鉄道事業のうち２以上の事業を併せて経営する場合においては、それぞれ当該併せ

て経営する事業を通じて管理者１人を置くことを常例とするものとする。 

第８条 

 １ 管理者は、次に掲げる事項を除くほか、地方公営企業の業務を執行し、当該業務の執行に関し

当該地方公共団体を代表する。ただし、法令に特別の定めがある場合は、この限りでない。 

  一 予算を調製すること。 

  二 地方公共団体の議会の議決を経るべき事件につきその議案を提出すること。 

  三 決算を監査委員の審査及び議会の認定に付すること。 

  四 地方自治法第１４条第３項並びに第２２８条第２項及び第３項に規定する過料を科すること。 

 ２ 第７条ただし書の規定により管理者を置かない地方公共団体においては、管理者の権限は、当

該地方公共団体の長が行う。 

 

◇判例 

最高裁判所第二小法廷判決（最判昭和２７年１月２５日） 

「行政処分の取消又は変更を求める訴において裁判所の判断すべきことは係争の行政処分が違法に行

われたどうかの点である。行政処分の行われた後法律が改正されたからと言って、行政庁は改正法

律によって行政処分をしたのではないから裁判所が改正後の法律によって行政処分の当否を判断

することはできない。本件買収計画は…改正前の自作農創設特別措置法附則２項によって定められ

たのであるから、原判決が本件買収計画が右附則２項による計画として適法であるかどうかを審理

したのは当然である。」 

 

最高裁判所第二小法廷判決（最判昭和２８年１０月３０日） 

「行政処分の取消又は変更を求める訴において、裁判所が行政処分を取り消すのは、行政処分が違法

であることを確認してその効力を失わせるものであつて、弁論終結時において、裁判所が行政庁の

立場に立って、いかなる処分が正当であるかを判断するのではない。所論のように弁論終結時まで

の事実を参酌して当初の行政処分の当否を判断すべきものではない。」 
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◇行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号） 

 第２２条 

 １ 審査庁は、審査請求を受理したときは、審査請求書の副本又は審査請求録取書の写しを処分庁

に送付し、相当の期間を定めて、弁明書の提出を求めることができる。 

 ２ 弁明書は、正副二通を提出しなければならない。 

 ３ 前項の規定にかかわらず、情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子

情報処理組織を使用して弁明がされた場合には、弁明書の正副二通が提出されたものとみなす。 

 ４ 前項に規定する場合において、当該弁明に係る電磁的記録については、弁明書の正本又は副本

とみなして、次項及び第二十三条の規定を適用する。 

 ５ 処分庁から弁明書の提出があつたときは、審査庁は、その副本を審査請求人に送付しなければ

ならない。ただし、審査請求の全部を容認すべきときは、この限りでない。 

 第２３条 

   審査請求人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することがで

きる。この場合において、審査庁が、反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間

内にこれを提出しなければならない。 

 

◇千葉県情報公開条例（平成１２年千葉県条例第６５号） 

 第２０条 

 １ 開示決定等について行政不服審査法（昭和三十七年法律第百六十号）による不服申立てがあっ

たときは、当該不服申立てに対する決定又は裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該

当する場合を除き、速やかに、千葉県情報公開審査会（以下「審査会」という。）に諮問しなけれ

ばならない。 

  一 不服申立てが不適法であり、却下するとき。 

  二 決定又は裁決で、不服申立てに係る開示決定等（開示請求に係る行政文書の全部を開示する

旨の決定を除く。以下この号及び第二十二条において同じ。）を取り消し又は変更し、当該不服

申立てに係る行政文書の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反

対意見書が提出されているときを除く。 

 ２ 前項の規定により諮問をした実施機関（以下「諮問実施機関」という。）は、前項の規定による

諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに、当該不服申立てに対する決定又

は裁決を行わなければならない。 

 第２３条 

 １ 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る行政文書の提

示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文

書の開示を求めることができない。 

 ２ 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。 

 ３ 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る行政文書に記

録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会

に提出するよう求めることができる。 

 ４ 第一項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、

参加人又は諮問実施機関（以下「不服申立人等」という。）に意見の陳述若しくは資料の提出を求

めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすること

又は不服申立人等に口頭で意見を述べる機会若しくは意見書若しくは資料を提出する機会を与え

ることができる。 

 ５ 審査会は、前二項の規定により不服申立人等から意見書又は資料の提出があったときは、第三

者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときを除き、不服申立人等

（当該意見書又は資料を提出したものを除く。）に対し、当該意見書又は資料の写しを送付しなけ

ればならない。 
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